
中津市告示第２６０号 

中津市一般競争入札告示 

 

制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６

第１項及び中津市契約規則（昭和４０年９月１日中津市規則第１０号）第２２条の規定に基づき次の

とおり公告する。 

 

 平成２３年 ７月２０日 

 

   契約担当者  中津市長 新 貝 正 勝 

 

 

１．一般競争入札に付する事項 

（１）業 務 名   公新委第２号  

大貞総合運動公園及び野球場実施設計委託業務 

（２）業 務 場 所   中津市大字加来 地内 

（３）履 行 期 限   契約締結の翌日から ～ 平成２４年３月１５日まで 

（４）業務の概要   大貞総合運動公園の一部用地１０．６ha 内に硬式野球場を中心とした公

園整備を行なうための実施設計図書の作成業務。その他特記仕様書による。 

   ◎設計概要 

○公園整備  駐車場(約４５０台)  約１０，９００㎡ 

      多目的広場     約 ８，０００㎡ 

        グラウンドゴルフ場 約 ６，７００㎡ 

        遊戯広場      約 ４，８００㎡ 

        芝生広場      約１１，３００㎡ 

多目的トイレ    約３箇所 

休憩施設      約５基 

園路灯       約４０基 

ベンチ       約２０基 

修景池（調整池）  約 ８，１００㎡ 

園路、植栽等    １，０式 

    ○野球場  ・主要構造      鉄筋コンクリート造(一部プレキャスト造)２階建て 

・収容人員      約６，０００人   

メインスタンド  約１，０００人（屋根付）   

内野スタンド   約２，０００人 

外野スタンド   約３，０００人（芝生席）  

・グランド 

グランド規模   両翼１００ｍ、中堅１２２ｍ 

仕上げ      内野：黒土・砂混合土、又は人工芝 

         外野：天然芝張り、又は人工芝 

         フェンス：衝撃緩衝フェンス（ラバーフェンス） 
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バックネット   １．０式 

ファウルポール  １．０式 

ブルペン     ２箇所 

スコアボード   バックスクリーン一体型（２０ｍ×１４ｍH） 

照明塔      ４基（将来計画） 

          ・主な所要室  

            本部席、来賓席、審判控室、放送室、事務室、医務室、記者室、 

選手更衣室、シャワー室、ブルペン、素振り室、ダッグアウト、 

手洗い（身障者対応）、観客席（身障者対応）、喫煙所、エントランス、 

倉庫、設備諸室、その他   

 

２．競争に参加する者に必要な資格 

   本業務の入札に参加することができる資格を有する者は次に掲げる要件のいずれにも該当す

るものとする。 

（１） 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者及び同条第 2 項の規定に基づく中

津市の入札参加制限を受けていない者であること。 

（２） 中津市契約規則施行細則及び大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参

加資格者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止期間中

の者でないこと。 

（３） 入札期日以前３箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又

は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（４） 商法（明治 32 年法律第 48 条）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法

（平成 16 年法律第 75 条）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第

154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること（会社更生法の規

定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て

がなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定し

た者を除く。）。 

（５） 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定に基づく一級建築士事務所の

登録を受けていること。 

（６） 大分県が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査

の申請の時期（昭和 61 年大分県告示第 235 号）に基づき認定を受けている者で、中津市

競争入札参加資格審査申請書を提出し、業種区分 土木コンサルタント（造園部門又は

都市計画部門）、及び建築コンサルタント（建築一般部門）に登録を認められている者で

あること。 

（７） 企業において、以下の業務実績を有していること。 

①平成８年４月１日以降に、野球場（観客席 1,000 席以上でその構造がＲＣ造２階建以上の

メイン又は内野スタンドを有するもの。）の新築又は改築工事（メイン及び内野スタンド

等の全面改修で、そのスタンド部分を観客席 1,000 席以上に改築するもの。）に伴う実施

設計業務を元請として履行し、その成果品の納入実績を有していること。 

②平成８年４月１日以降に、公園（敷地面積Ａ＝６ha 以上）の新設に伴う実施設計業務を
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元請として履行し、その成果品の納入実績を有していること。 

（８） 野球場新築に係る実施設計業務及び公園整備に係る実施設計業務のそれぞれに以下に掲

げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を配置できること（照査技術者と管理技術

者はこれを兼任できない）。 

①野球場新築に係る実施設計業務における配置予定技術者 

 (ア)管理技術者 

   建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資格を有

する者であり、管理技術者又は担当技術者として上記（７）①の業務経験を有する者で

あること。 

 (イ)照査技術者 

   建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資格を有

する者であること。 

②公園整備に係る実施設計業務における配置予定技術者 

(ア)管理技術者 

   技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 2条第 1項に規定する技術士（建設部門若しく

は総合技術監理部門(建設)）の資格を有する者、又は(社)建設コンサルタンツ協会が実

施するＲＣＣＭ資格試験に合格し、ＲＣＣＭ（「造園部門」若しくは「都市計画及び地

方計画部門」）の登録証を交付された者であり、管理技術者又は担当技術者として上記

（７）②の業務経験を有する者であること。 

 (イ)照査技術者 

   技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 2条第 1項に規定する技術士（建設部門（選択

科目を「都市及び地方計画」とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科

目を「建設一般及び都市及び地方計画」とするものに限る。））の資格を有する者、又は

(社)建設コンサルタンツ協会が実施するＲＣＣＭ資格試験に合格し、ＲＣＣＭ（「造園

部門」若しくは「都市計画及び地方計画部門」）の登録証を交付された者であること。 

（９） 配置予定技術者は入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒

常的雇用関係とは技術資料提出日以前の３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 

 

３．入札参加資格の確認 

（１） 入札参加を希望する者は、別に配付する入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資

格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、期限までに資格確認資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は

入札に参加することができない。 

資格確認資料は中津市役所ホームページよりダウンロードできます。 

（２） 資格確認申請資料の提出期限等 

    ①場  所 大分県中津市豊田町１４番地３ 

          中津市役所 財務部 契約用度課 契約係 

②期  間 平成２３年７月２５日（月）から平成２３年８月３日（水）まで 

（土曜、日曜及び祝祭日を除く） 

    ③時  間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ④提出部数 １部 
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（３） 入札参加資格の確認は、資格確認資料の提出期限日現在の事実をもって行うものとし、そ

の結果は、平成２３年８月１６日（火）までに通知する。 

（４） その他 

    ①資料の作成にかかる費用は、提出者の負担とする。 

    ②提出された資料は、入札参加資格の確認以外に当市において無断で使用することはできな

いものとする。 

    ③提出された資料は返却しないものとする。 

 

４．入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１） 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。 

説明を求める場合は、平成２３年８月２４日（水）までに中津市役所財務部契約用度課契

約係まで書面にて提出すること。 

（２） 中津市長は説明を求められたときは、平成２３年８月２６日（金）までに説明を求められ

た者に対し書面で回答する。 

 

５．契約事項を示す場所及び日時 

（１） 本業務に係る設計書、図面及び仕様書等（以下「設計図書等」という。）の閲覧及び配布を

次のとおり行う。 

①設計図書等の閲覧 

・期  間 平成２３年７月２１日（木）から平成２３年８月１９日（金）まで 

（土曜、日曜及び祝祭日を除く） 

     ・時  間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

     ・場  所 中津市役所 ３階 設計図書閲覧室（本庁３階北側） 

    ②設計図書の配布 

     ・資格確認資料提出時に配付する。 

（２） 設計図書等に質疑がある場合には、次のとおり書面（別紙様式）で持参又は郵送により行

うこと。 

    ・期  間 平成２３年８月４日（木）から平成２３年８月１９日（金）まで 

          （持参する場合は土曜、日曜及び祝祭日を除く。なお、郵送の場合は 

平成２３年８月１９日（金）までに必着とする。） 

    ・時  間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ・場  所 中津市役所 財務部 契約用度課 契約係 

（３） （２）に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

    ・期  間 平成２３年８月２４日（水）から平成２３年８月２６日（金）まで 

    ・時  間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ・場  所 中津市役所 財務部 契約用度課 契約係 

 

６．現場説明会 

   現場説明会は行わない。 
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７．入札、開札の場所及び日時 

    ・場  所 大分県中津市豊田町１４番地３ 中津市役所本庁３階３０４会議室 

    ・日  時 平成２３年８月３０日（火）  午前１１時３０分 

 

８．入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１） 入札保証金は免除とする。 

（２） 契約保証金は中津市契約規則第６条の規定による。 

 

９．入札方法等 

（１） 入札執行回数は２回までとする。 

（２） 郵便及び電報による入札は認めない。 

（３） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者で

あるかを問わず、見積もった希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

 

１０．入札に関する注意事項 

（１） 入札にあたっては、当該工事の入札参加資格確認通知書の写しを提出すること。 

（２） 入札者が代理人の場合は代表者からの委任状を当日持参すること。 

（３） 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格は設定しないものとする。 

 

１１．落札者の決定方法 

 （１）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 （２）（１）により落札者となるべき者が２者以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。 

 

１２．入札の無効 

（１） 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ①入札者として資格のない者のした入札。 

    ②競争入札に際し、不当に価格をせり上げ又は引き下げる目的で他人と連合したと認められ

る者のした入札。 

    ③同一の入札について二以上の入札をした者のした入札。 

    ④同一の入札について二以上の入札者の代理人となった者のした入札。 

    ⑤入札金額の訂正に訂正印のない入札。 

    ⑥入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札。 

    ⑦前各号に定めるものを除くほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札。 

⑧虚偽の申請を行った者のした入札及び、公告等において示した入札に関する条件に違反し

た者の入札。 

  

１３．その他 

（１） 入札参加者が１者の場合は、入札を延期又は中止する場合があります。 
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（２） 入札にて落札者がいないとき、随意契約見積執行に移行する場合があるので、入札参加者

は見積書及び委任状等を用意しておくこと。この場合、見積執行回数は２回までとする。 

（３） 入札参加者は、入札開始前の注意事項を遵守のこと。 

（４） 提出された申請書等は、提出期限後において申請書等の追加、差し替え及び再提出は認め

ない。 

（５） 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、落札決定

の取消し、契約締結の保留又は解除等の措置をとるとともに、指名停止の措置を行うこと

がある。 

（６） その他不明な点は、下記担当部局まで照会のこと。 

・担当部局 

         中津市財務部契約用度課契約係 

〒871-8501 大分県中津市豊田町１４番地３ 

TEL 0979-22-1111(内線 701・702) 

FAX 0979-24-7522 
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